[bookmark: _GoBack]宇治手話の会「茶だんご」会則

1． 名　称
この会は、宇治手話の会「茶だんご」（以下本会とする）称する。
2． 目　的
手話を学び、ろうあ者との連帯を深め、私たちの社会から差別や偏見をなくすために努力すること。そのために必要な学習と活動を行うこと。
3． 会　員
原則として16歳以上の健聴者とする。
4． 運　営
本会には次の役員をおき運営する。
会長　1名・会計　1名・事務局　1名　　
任期は１年間とする。ただし再任を妨げない。
年１回総会を開催する。役員会は必要に応じて開催する。
本会の運営については役員会で決定し運営規程に記録保存する。
5． 会　費
１年間1,800円とする。
本会の会計年度は毎年4月1日～翌年3月31日までとする。
年会費は年度始め(4月1日)より徴収する。
途中退会されても年会費は返還しません。
6． 例　会
毎週火曜日(祝日は休会)19時30分～21時00分 宇治市総合福祉会館に於いて行う。
7． 退　会
退会は自由です。再入会は可能ですが、新入会時と同様の手続きが必要。
8． その他
運営規程に記載する。
附　則
本会則は、2017年7月11日より施行する
